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令和２年第３回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録 

 

 

令和 ２ 年 ９月 17日（木曜日）午前 10時 00分開議 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程（第４号） 

 日程第 １ 市政に関する一般質問 

大 栗 民 江 君 １．ふるさと納税の増収対策について 

 ２．障がい者への理解の促進について 

           ３．障がい者が支援を受けやすい取り組みについて 

           ４．聴覚障がいのある方への支援について 

        水 間 健 太 君  １．市道における街路灯及び街路樹の適正な管理について 

 ２．学校屋外施設・設備の安全確保について 

───────────────────────────────────────────── 
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                午前10時00分 開議 

                （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） これより、本日の会議を開きま

す。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 本日の会議録署名議員には、 

        宮 田   均 君 

        渋 谷 正 文 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

発言の取り消しの申し出について 

――――――――――――――――――――――――― 

 続いて、昨日９月16日の一般質問における発言につい

て、本間敏行君から、会議規則第63条の規定により、お

手元に御配付の発言取り消し要旨のとおり、発言を取り

消したいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 申し出のとおり、許可することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいまお諮りのとおり、許可することに決

しました。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 日程第１、昨日に引き続き、市

政に関する一般質問を行います。 

 それでは、ただいまより、大栗民江君の質問を行いま

す。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に従い、一般質問します。 

 １件目に、ふるさと納税の増収対策についてお伺いし

ます。 

 １項目めは、ふるさと応援寄附金増額の取り組みにつ

いてです。 

 新型コロナの影響で、農業と観光のまち富良野市の経

済は大変な打撃を受けており、歳入の税収が大幅減とな

ることが目に見えています。富良野市における新たな財

源確保として、ふるさと納税の増収対策に力を入れるべ

きと考えます。 

 ８月19日の日本経済新聞で、2019年度のふるさと納税

は、全国的に７年ぶりに減少に転じたが、北海道内への

ふるさと納税寄附額は、全国最大の660億4,700万円と、

前年度に比べて31％伸びたと報道されています。中でも、

紋別市は、前年度の3.6倍の77億3,800万円で５位からト

ップに、２位の白糠町は、2.1倍の67億3,300万円で、ポ

ータルサイトを三つ加えて17カ所に、千歳市は、45位か

ら６位に、サイトを六つ加えて８カ所に、105位だった中

札内村は、返礼品を３倍近く広げ20位になど、躍進した

道内自治体の取り組みが紹介されています。 

 今年度、予算特別委員会でも、黒岩委員よりふるさと

応援寄附金に対し、新たな自主財源を生み出すことは、

硬直から抜け出して、新たな政策、または市民要望に応

えることも可能となり、大変重要で、増額への可能性に

ついて質疑がありました。 

 そこで、伺います。 

 １点目に、本市は、昨年度から１カ所増の２カ所のポ

ータルサイトに取り組まれておりますが、外出自粛によ

る巣ごもり生活やキャッシュレス決済におけるポイント

還元などを比較してポータルサイトを利用する動向が強

くなっており、もっと積極的に複数サイトにふやすべき

と考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目に、せっかくの返礼品も受け付け終了や受け付

け期間外が多くては、増額への可能性を心配するところ

です。そのために、多様な返礼品メニューの新規開拓の

方策として、例えば、毎年、上位、常連に位置する都城

市の都城市ふるさと納税振興協議会やチーム南さつまふ

るさと納税振興協議会、大崎町ふるさと特産品振興事業

協同組合などの取り組みを参考に、メイドインフラノの

特産品、生産者、返礼品提供者や見守り型、体験型に取

り組める事業者などの組織化で体制づくりを推進する考

えはいかがでしょうか。 

 ３点目に、令和２年第１定の質問では、ガバメントク

ラウドファンディングについて、市民発案プロジェクト

は、市民の意見をまちづくりに反映する手段の一つとし

て考えられるが、公共性、公益性などの諸課題もあるこ

とから、研究していくとの答弁でした。 

 コロナにより市内経済が危機に扮しており、行政課題

も山積みです。前に進めるスピードを加速させる必要が

あると考えます。 

 そこで、市がテーマを設定して、それを掲示し、市民

からの提案を募集する市提案型協働事業で、ガバメント

クラウドファンディングのプロジェクト創生に取り組む

考えはいかがでしょうか。 

 ２件目は、障がい者への理解の促進についてお伺いし

ます。 

 本市では、「ともに生き・ともに暮らせるまち ふら

の」を基本理念として、障がい者施策に取り組み、第４
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期富良野市障がい者計画を平成30年３月に策定されてい

ます。 

 先天性や後天性など、障がいの種類や程度等は人それ

ぞれ違いますが、病気や事故など、障がいは誰にでも生

じる可能性があるもので、さまざまな種類の障がい特性

やコミュニケーション方法を理解することは、障がいの

有無にかかわらず、ともに暮らせる地域社会の実現に通

じ合う第一歩と考えます。 

 そこで、障がいの特性をよく知るということを前提と

して、障がいに対する理解を深め、学び、かかわる、サ

ポートするという仕組みの構築が必要ではないかと考え

ます。 

 そこで、１点目に、障がいに対する理解を促進する仕

組み構築の例として、鳥取県が、障がいを知り、ともに

生きる地域共生社会を目指すサポート運動を平成21年11

月に、あいサポート運動として開始されています。現在

は、８県14市６町の自治体、2,109の企業、団体に広がっ

ており、道内でも観光都市の登別市や苫小牧市が行って

いますが、このような運動に対する市の認識についてお

伺いします。 

 ２点目に、今後、富良野市として、サポートする仕組

みの構築をどのように取り組んでいかれるのでしょうか、

考えをお伺いします。 

 ３点目に、平成28年４月施行の障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法は、地方

公共団体に対応要領の策定を努力義務としています。 

 富良野市選挙管理委員会では、平成31年３月、成年被

後見人の方、障がい者の方への理解と支援について選挙

事務におけるマニュアルを作成されていますが、富良野

市での職員対応要領はどのようになっているのでしょう

か、取り組みについてお伺いします。 

 ３件目は、障がい者が支援を受けやすい取り組みにつ

いてお伺いします。 

 １項目めに、障がい者支援用バンダナの作成について

です。 

 富良野市障がい者計画策定に当たり、行ったアンケー

トでは、火事や地震、水害などの災害時に困ることは何

ですかとの問いには、安全なところまでの迅速な避難を

することができない、避難場所の設備や生活環境が不安

との声が多く、今後、富良野市にしてほしいと思うこと

は何ですかとの問いには、災害時における障がい者への

対応が一番となっており、災害時の避難行動に不安を感

じている障がい者や家族が多いとの調査結果が示されて

います。 

 避難行動時に障がい特性による支援が必要な方に対し、

どのような支援を必要としているのか、また、どのよう

なお手伝いができるのかを書き込める障がい者支援バン

ダナを作成し、配付する取り組みが広がっており、自治

体独自のオリジナルバンダナの活用はすばらしい取り組

みと考えます。 

 そこで、富良野市として、障がい者支援バンダナを作

成し、支援が必要な方などに配付する取り組みを考えて

はいかがでしょうか、見解をお伺いします。 

 ４件目は、聴覚障がいのある方への支援についてお伺

いします。 

 １項目めに、聴覚障がい者に対する意思疎通支援につ

いてです。 

 障がい者の意思疎通には、それぞれの障がい特性に応

じて多様な手段が必要でありますが、聴覚障がい者との

意思疎通支援は、市としてどのような取り組みを行って

いるのでしょうか。 

 国は、手話通訳者の設置がない市町村に対し、新型コ

ロナウイルスや災害時にも活用できるタブレットなどを

活用した遠隔手話サービス等を利用した意思疎通支援の

環境整備を行っていますが、富良野市の取り組みの考え

についてお伺いします。 

 ２項目めに、手話に関する条例化の見解についてです。 

 北海道では、北海道障がい者の意思疎通の総合的な支

援に関する条例、北海道意思疎通支援条例と、北海道言

語としての手話の認識の普及等に関する条例、手話言語

条例が平成30年３月20日に同時成立し、４月１日施行し

ています。 

 道内の市町村においても、手話に関する条例制定の動

きが拡大しています。手話言語条例の制定により、言語

としての手話を学校教育の中に取り組むなどの動きも、

徐々にではありますが、全国的に広がってきており、今

後、富良野市においても、手話に関する条例制定につい

て検討する必要があるのではないかと考えますが、市の

見解をお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 

 大栗議員の御質問にお答えします。 

 １件目のふるさと納税の増収対策についての１点目、

ふるさと応援寄附金増額の取り組みについてであります

が、本市におきましては、平成28年12月からインターネ

ットのポータルサイトを活用したクレジットカードによ

る納税を開始し、さらに、昨年８月からは新たにポータ

ルサイトを一つ追加し、現在は、二つのポータルサイト

によりふるさと納税の募集を行っております。 

 ポータルサイトの活用により納税額の実績も増額とな

っていることから、インターネットを活用した募集が効

果的であると認識しているところであります。 

 ポータルサイトの追加につきましては、寄附金の収納、
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所得税や住民税の申告書類の発行、返礼品の在庫管理な

ど、複数化に伴い、事務的な諸手続が発生しますが、サ

イトを活用した宣伝効果が期待できることから、諸課題

の解決に向けた整理を行い、サイトの追加を検討してま

いります。 

 次に、返礼品の新たなメニュー開発の体制づくりであ

りますが、これまで、返礼品の企画におきましては、富

良野物産観光公社と連携し、返礼品の選定を行ってきて

いるところであり、昨年度からは、ポータルサイトさと

ふるからのアドバイスをもらいながら、３者による返礼

品の企画を進めてきたところであります。 

 生産者や事業者の組織化による体制づくりにつきまし

ては、新たな返礼品開発の役割を富良野物産観光公社が

担っておりますので、新たな組織の立ち上げは、現在、

考えておりません。 

 次に、ガバメントクラウドファンディングにつきまし

ては、これまで具体的な取り組みには至っておりません

が、寄附者が、ふるさと納税を通じて使い道を選び、直

接、行政に意思を反映できる仕組みであることから、み

ずからの関心のある地域プロジェクトに投資できるメリ

ットがあり、また、ふるさと納税制度の本来の趣旨であ

る地域振興につながる制度であると認識しております。 

 さらに、民間投資家からの資金調達にとどまらず、募

集するプロジェクトの事前プロモーション機能もあるこ

とから、地域活性化の有効な手だてと考え、地域課題を

解消する効果的なプロジェクトや地域の活性化につなが

るプロジェクトについて、検討を進めてまいります。 

 ２件目の障がい者への理解の促進についての障がい特

性の理解を促進する運動についてでありますが、鳥取県

などで展開しているあいサポート運動は、誰もがさまざ

まな障がいの特性や障がいのある方への必要な配慮等を

理解して、手助けや配慮を実践することで、障がいのあ

る方が暮らしやすい地域社会をみんなで一緒につくって

いく運動として鳥取県から始まったもので、道内では、

苫小牧市、登別市が鳥取県と連携協定を締結し、取り組

んでおります。一般住民や企業の従業員を対象として、

手助けを実践するサポーターの養成研修などを通じ、障

がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい社会の実

現に向け、取り組みを進めているものと認識しておりま

す。 

 本市における障がいのある方への理解の促進の取り組

みといたしましては、障がい者地域生活支援事業や市民

出前講座を通じ、市民を対象とした研修会などを開催し、

障がいのある方への理解の促進に今後も努めてまいりま

す。 

 次に、富良野市職員対応要領の策定状況についてであ

りますが、障害者差別解消法に基づき、富良野市職員対

応要領を平成30年10月１日に施行し、職員に通知を図っ

ております。また、同年10月30日、31日の２日間におい

て、障害者差別解消法に基づく地方公共団体の合理的配

慮及び職員対応要領についての職員研修会を開催してお

ります。 

 今後も、職員研修会の開催などにより、障がいのある

方に対する職員のさらなる理解と合理的配慮の徹底を図

ってまいります。 

 ３件目の障がい者が支援を受けやすい取り組みについ

ての障がい者支援用バンダナの作成についてであります

が、本市では、障がいのある方や要介護者、高齢者など

で災害時の避難の際に支援が必要な方に対し、避難行動

要支援者名簿を作成し、円滑な連絡体制や避難誘導を確

実に行うための準備をしております。 

 支援用バンダナにつきましては、避難所等において外

見からは支援が必要であることが理解されにくい要支援

者が身につけるもので、迅速な支援や配慮を行うために

は有用であると考えられますので、導入について検討し

てまいります。 

 ４件目の聴覚障がいのある方への支援についての１点

目、聴覚障がい者に対する意思疎通の支援についてであ

りますが、本市では、手話通訳者及び要約筆記者の派遣

や講演会などへの配置、市庁舎の窓口への携帯助聴器の

設置や耳マークポスターの掲示等により、聴覚障がい者

への意思疎通支援に取り組んでおります。 

 タブレット端末などによる遠隔手話サービスを利用し

た意思疎通支援については、本年７月に、北海道から、

遠隔手話サービス等を利用した聴覚障がい者への意思疎

通支援体制の強化事業に係る照会があり、市の窓口業務

担当課などと打ち合わせを行い、全庁的なニーズを協議

した結果、市の窓口業務においては、筆談による応答な

ど、ふだんから十分にコミュニケーションが図られてい

ることから、遠隔手話サービスの導入は見送ることとし

ております。 

 ２点目の手話に関する条例化の見解についてでありま

すが、障害者の権利に関する条約や障害者基本法におい

て手話は言語として位置づけられたことにより、条例制

定の動きが全国的に広がり、北海道内においては、北海

道並びに道内22市において手話言語条例が制定されてお

ります。 

 本市といたしましては、市民が手話を学べる機会とし

て手話講座を開催し、手話の普及、理解の醸成を図って

いるところでありますが、今後のさらなる取り組みとし

て、手話言語条例について関係機関などと協議を行いな

がら研究してまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） それでは、１件目のふるさと納
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税の増収対策について再質問をしてまいりたいと思いま

す。 

 サイトのことに関しましては、追加検討するという御

答弁をいただきました。 

 しかし、協議体の設置についてはいまのところ考えて

いないという御答弁でありましたが、壇上で紹介しまし

た白糠町は、税収が９億5,000万円で、ふるさと納税は税

収の７倍の67億円を集めています。富良野市のふるさと

納税に関しては、寄附を集めるのは総務課、そして、使

途を決めるのは財政課、返礼品開発は商工観光課、そし

て、企業版やクラウドは企画振興課、返礼品の発送は物

産観光公社といろいろ分かれているわけですけれども、

こういう税収以外の財源をやはりしっかりと集めていく

といったときには、民間のお力が私は必要だと思ってお

ります。そのお力をいただいて、官民一丸となって取り

組めるような、ふるさとへ納税に関しての積極的な体制

づくりというのが求められていると考えられますが、こ

の点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再質問にお答え

します。 

 官民一体となったふるさと納税の推進という観点から

の御質問だというふうに思います。 

 先ほども御答弁させていただきましたけれども、現在、

先ほどの大栗議員の御質問にありました何件かの協議会

の件については、私どもも状況は把握しているつもりで

おりますけれども、民間の皆さんたちが一緒になって物

産を売り出そうという意味も含めてつくられたというふ

うに経緯は聞いてございます。 

 その中で、先ほど私どももお話をさせていただきまし

た株式会社富良野物産観光公社というのは、もともとの

考えは富良野の物産を多く売り出していこうというとこ

ろからできた会社だと思っていますし、また、任意団体

でございますけれども、富良野地方物産振興会とも非常

に近いところがございます。そういう面では、富良野物

産観光公社というのは適任だろうというふうに考えてい

るところでございます。 

 先ほど申しましたように、ほかのまちの振興協議会と

いうふうな形で、例えば民間の皆さんたちが積極的にな

ってきて動き出すという機運があった段階では、市とし

ましてもいろいろと支援してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） いま、機運があれば、市として

積極的に支援していきたいという御答弁をいただいたと

ころです。 

 実は、白糠町ばっかり出しますけれども、そこでは、

ふるさと納税推進係というのをきちんと設けております。

そして、そこの係では、納税額の推移だとかサイトの傾

向、また対策、そのほかさまざまな情報収集や分析を行

い、町の資料をきちんと作成して、それをもとに会議体

で共有しています。その係では、まちで起きた出来事と

か返礼品にまつわる情報、職員自身の実体験などをつづ

りながら、全国にいる寄附者にオリジナルのメールなど

もされています。白糠町では、46万件の寄附件数があり

ます。でも、そのようなしっかりとした縁の下の力持ち

の職員があって、こういうリピーター率の高さやふるさ

と納税の大躍進へとつながっていると私は思っています。 

 富良野市においては、現在、総務課は、防災、情報、

統計、選挙、職員、人事、ふるさと納税という体制で進

んでいます。しかし、本腰を入れてふるさと納税に取り

組める、そういう職員の配置を適材適所で行っていくべ

きだと思います。機運があればということですが、機運

があるかどうかというのは民間の方からお伺いしたこと

があるのでしょうか。こういう体制、配置が必要と考え

ますけれども、この点、いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） 大栗議員の再々質問にお答えさせ

ていただきます。 

 クラウドファンディングを含め、ふるさと納税の効果、

そういったものについては十分に認識をしております。

市のいまの財政の状況の中でも大切な財源の一つという

ふうに考えております。 

 この後、ふるさと納税を含めて充実、拡大していくた

めの方策ということでさまざま御提案をいただきました

が、市の内部でも、いま、どのような形、体制で、そし

てふるさと納税の増額に結びつけていくかということで、

返礼品の関係も含めてちょっと幅広くなりますけれども、

検討させていただいております。 

 そんな中で、御指摘のあった、また、担当の部長のほ

うからもお答えさせていただきましたが、民間の方々の

意識の高まり、そんなものも総合的に判断をさせていた

だきながら、体制整備も検討させていただきたいという

ふうに思いますので、御理解をいただければと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） わかりました。 

 このふるさと納税、特にクラウドファンディングとい

うのは、具体的な使い方としてプロジェクトに応援でき

るという一番のメリットがあります。ですから、使い方

の趣旨とか内容、そして成果を明確にすることで、寄附

者と継続的なつながりを持てるし、関係人口の増加も期
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待することができると考えています。 

 サイトでも、災害支援や起業家支援プロジェクトほか、

道内でも多くの自治体や団体がプロジェクトを創設して

います。今回、ガバメントクラウドファンディングに初

参加をされた登別市では、Be Smile（ビースマイル）プ

ロジェクトということで初挑戦しています。プロジェク

トの創設を生み出すアイデアは高校生で、その提案を実

現するのが地域の大人、行政ということで、コロナで大

変な思いや我慢をしているのは、大人だけでなく、子供

も一緒と思いますので、ぜひ、部局の垣根を越えて、老

若男女問わず参加できる行政提案型の協働事業を進めて

いくこと、ここが大切と思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再々質問にお答

えします。 

 ガバメントクラウドファンディングといいますか、ク

ラウドファンディング型のふるさと納税に対する御質問

だというふうに思っています。 

 先ほども御答弁させていただいていますけれども、前

回の御質問以降、私どもとしてもさまざまな形でさせて

いただいておりますが、目に見える具体的な取り組みを

行うまでには至っていませんという答弁をさせていただ

いております。この間の経緯を申しますと、例えば、観

光振興のために新たに具体的なものができないかとか、

先ほどありましたように、新型コロナウイルス感染症対

策について具体的に何かできないかというところを内部

的にも調整させていただきました。そこはまだ具体的な

動きにはなっていませんけれども、先ほども御答弁させ

ていただきましたけれども、地域の活性化につながるこ

ととか、直接、意思を反映できる仕組みであるというこ

とでございますので、プロジェクトについては、再度、

今後も含めて検討させていただきたいということで答弁

させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） では、今後のプロジェクトに期

待をするところです。 

 寄附者に感謝と成果を伝えるような取り組みといいま

すか、先日、ふるさと納税の返礼品として、当麻町の町

長みずからがガイド役を務めた、全部ある当麻町バーチ

ャルツアーというのが話題を集めました。まちのＰＲも

交えながらのそのツアーは、あと２回、開催予定で、町

長は、町外の方が当麻町を訪れたいと思うきっかけにな

ればうれしいとのコメントを発しております。 

 富良野市は、ポータルサイトや物産観光公社に委ねる

ウエートが大きくて、謙虚な仕事をされてはおりますが、

国難とも言われているこのコロナ災害を乗り越えるには、

もっと積極的に、小さくてもいいから指定寄附に対する

多くの事業を行って、コロナ禍だからこそできるオンラ

インだとか、そういうところに挑戦というか、打って出

るリーダーシップを発揮した取り組みというのはいかが

でしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再々質問にお答

えいたします。 

 先ほど市長からも答弁させていただいておりますけれ

ども、今後、ふるさと納税に関しましては、私どもも、

もちろん担当という部分もありますけれども、理事者み

ずからも積極的に取り組んでいこうというふうに指示を

受けております。そういう面では、私どももふるさと納

税に対する考え方を常に意識しながら進めさせていただ

いているところでございますので、今後もそういうもの

を含めて進めさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） それが市の元気の源にもなると

思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、２件目の障がい者への理解の促進につい

てお伺いします。 

 あいサポート運動の取り組みについては、見解をお伺

いしたところでございます。 

 道内でも広がっているあいサポート運動の「あい」と

いうのは、私という意味の「あい」、そして、愛情の「あ

い」、支え合いの「あい」の三つの意味があり、私の意

思で愛情を持って支え合っていこうという方を地域にふ

やしていくという運動です。 

 障がい福祉というのは富良野圏域で行われております

ので、富良野地方の自立支援協議会などとの話し合いと

か御相談も重要と考えますが、この点はいかがでしょう

か。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

 先ほど御質問のとおり、地域生活支援事業として、障

がい者支援事業者に沿線５市町村で委託して自立支援関

係の事業を進めております。 

 あいサポート運動に関しまして、今回御紹介いただき

まして、私どももそういう動きがあるというのは知って

はおりましたが、今回の御質問をいただいて、詳しい内
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容についていろいろと情報収集をさせていただきました。 

 確かに、大まかに言いますと、障がいのある方々への

理解の促進に市民を挙げて取り組んでいこうという運動

だというふうに考えております。この運動を取り入れる

かというところは、これからの生活支援事業の中でも話

題を提供しながら、情報共有をして検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 続きまして、対応要領について

は富良野市でも策定されたということでございます。障

害者差別解消法の第10条第３項には、「地方公共団体の

機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応

要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努

めなければならない。」と定められています。 

 富良野市で要領を策定されているのであれば、公表を

速やかに行うべきではないかなと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

 職員対応要領につきまして、公表すべきではないかと

いう御質問です。 

 障害者差別解消法につきましては、本市のホームペー

ジにおきまして掲載し、市民に広く周知を行っていると

ころでございます。その中において、地方公共団体等、

行政機関は不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の

提供というのが義務づけられておりますということも皆

さんに周知しているところであります。 

 ただし、職員対応要領は、あくまでも、障害者差別解

消法に基づき、障がいをお持ちの方々が来庁されたとき

などに合理的配慮をしなければならないというようなこ

とを例示を含めて定めたものでございまして、職員に徹

底すべきものであるというふうに認識しておりますので、

これを公表するということは現時点では考えておりませ

ん。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） いま、多くの自治体で、しっか

りと市民の皆さんに、市がこういうことをやっているん

だ、こういう考え方なんだということで、さまざまなも

のを情報発信し、公表されています。 

 そういった中で、職員向けだから市は公表を考えてい

ないということですが、ほかのまちでは、しっかりと公

表されて、そして、合理的配慮を行う努力をしましょう

ということで行っております。民間の方々に向けても、

サポートを兼ねてそういう要領をつくって公表されてい

るところもあるという中で、私としては、考え方が少し

後退しているというか、協働のまちづくりからしても後

退しているのではないかなと思いますが、その点はいか

がでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再々質問に

お答えいたします。 

 先ほどもお答えしましたとおり、障害者差別解消法に

基づき、地方公共団体といたしまして、例えば合理的配

慮などを徹底しなければなりませんよということで、市

民の方にはホームページで周知しているところでござい

ます。 

 ただ、職員対応要領ということで、職員に対してこう

いうことをしていきましょうという内容までは、いまの

ところ、公表することはないのではないかという判断の

もと、公表していないということでございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） その判断というのは、担当部で

なされたのか、それとも、全庁的なものなのか、そちら

の判断に関して、どこが、どういうふうに決定されたの

か、お伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再々質問に

お答えいたします。 

 職員対応要領に関しましては、市役所全庁のグループ

ウエアという中で周知をし、研修も行いまして、グルー

プウエアの中では職員がいつでも要領を確認できるよう

な形で、常にそれを確認し、周知徹底することができる

ことになっております。 

 職員対応要領に関して、現状ではホームページに載せ

ておりませんが、それは、私ども担当部の判断で載せて

いないということでございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） グループウエアで確認できるの

で、担当課のほうで判断して載せていないという御答弁

でございましたが、この職員対応要領は、いろいろな市

町村にございますけれども、実は、その中では、職員だ

けでなく、議会というものも入っているまちもございま

す。そういう中におきましては、富良野市がどういうよ

うな職員対応要領を定めて、どういうふうに合理的配慮

を、まちの中に、そして市民の皆さんに広げていこうと

されているのか。これは、今後、検討して公表すべきで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再々質問に

お答えいたします。 

 いま、大栗議員から御質問いただいた部分を踏まえて、

他市の状況等々も調査いたしまして、今後、どのような

形でその部分を市民にお伝えしたほうがいいのかどうか

ということも含めて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 続きまして、バンダナに関しま

しては、導入について検討していくと前向きな答弁をい

ただいたところであります。 

 福祉と防災といいますか、人は、いざというとき、逃

げない傾向を持っていると言われており、中でも障がい

をお持ちの方は声を上げるのをちゅうちょする傾向があ

り、３.11の大震災の教訓でも逃げおくれが指摘されてい

ます。 

 障がい者支援用バンダナは、避難行動要支援者になる

障がい者の方々が、どのような支援を求めて、どこに避

難したいのか、そして、どなたが、どのようなお手伝い

をして守ってくれるのかを平時から考えて、具体的な事

柄を書ける書き込み式バンダナで、支援を必要としてい

る方も、学生など若い人たちも考えて、そして、障がい

の有無にかかわらず、協働を育むインクルーシブ防災の

アイテムということで、そういう観点から提案させてい

ただきました。 

 本市では、民生委員がオレンジのビブスを着用し、日

ごろから見守り活動を行い、支え合いマップづくりをし

てくださっておりますが、複合災害に立ち向かっていく

上で、特に福祉と災害は平時から連携を超えた連結がま

すます必要と考えますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

 本市でも、災害があった際、避難しなければならない

ときに、障がい者の方や高齢者の方など、災害時のとき

に支援しなければならない方というのはやはり重要な課

題だというふうに、福祉の面からも防災の面からもそう

いうふうに考えております。 

 議員も御承知だと思いますが、避難行動要支援者名簿

というものを作成し、いざというときに円滑な連絡体制

や避難誘導を確実に行うための準備をしております。民

生委員・児童委員さんのお力もおかりしまして、各地域

の支え合いマップというものを、それこそ民生委員さん

の方に歩いていただいて、皆さんからの情報をマップに

まとめ、要支援者の方が避難するときは誰々さんが声を

かけるということまで図式で示して、いざというときの

準備を図っているということでございます。 

 そのように、いろいろな方面のいろいろな方々のお力

をかりながら、福祉、災害の両面での取り組みを進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 続きまして、４件目に行きたい

と思います。 

 今回、７月に照会があり、打ち合わせをしたけれども、

今回、富良野市でもさまざまやっているので見送ったと

いう御答弁をいただいたところでございます。 

 聴覚障がい者は、本当に高齢化しております。聴覚障

がい者というのは、人数も少ないので、どうしても遠慮

がちになっていきます。訪問者の方が来られても、玄関

のピンポンは聞こえません。だから、パトライトですと

かファクスが頼りになります。火災報知機の音も聞こえ

ないので、ワサビのにおいや振動式が頼りですが、借家

だから、大家さんもこの部屋だったら大丈夫かなとか、

さまざまな自助努力をされています。そういう皆さん方

のために、感染予防や災害時にも活用できるようにとこ

んな便利な遠隔サービスを国のほうで促進しているので、

市でも導入してみましたけれども、どうですか、どうぞ

体験してみてくださいと提供するのが行政のあり方、合

理的配慮になるのではないかと考えます。 

 道内の市町村でも、ろうあ連盟や設置通訳者、富良野

市社会福祉協議会、登録通訳者などに設置する体制整備

が進んでおりますけれども、７月に北海道より紹介があ

ったということでございましたが……（発言する者あり）、

ろうあ連盟さんより本市へ説明したい、説明に伺いたい

という…… 

○議長（黒岩岳雄君） 質問を簡潔にお願いします。（発

言する者あり） 

 暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時50分 休憩 

        午前10時51分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 質疑の内容を整理して、改めて、質問をお願いします。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 先ほど、本年７月に北海道より

照会があったという御答弁をいただいたところでござい

ます。私は、こういう事業に対しては、当事者のお声を
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しっかりと聞くべきだと思います。当事者の北海道ろう

あ連盟さんより、富良野市へ御説明にお伺いしたいとい

うような対応、問い合わせはございませんでしたか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

 ろうあ連盟さんのほうから御連絡がございました。電

話をいただいて、その次の日に来たいということであっ

たのですが、担当課長の日程と合わないということで、

申しわけございませんが、後日、また御連絡いただけれ

ば日程調整しますというお話をさせていただいて、それ

以降、御連絡はなかったという状況でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 北海道ろうあ連盟さんがこちら

のほうに来るということで、担当課の課長さんがいらっ

しゃらなくても、課長のかわりとなる職員の方もいらっ

しゃると思います。同行をつけていらっしゃるという部

分の中では、しっかりとそういう対応といいますか、当

事者の声を聞くために、電話連絡で済ますのではなく、

また、来なかったからと言っておりますけれども、後日、

北海道のほうから、こういうものがございます、10分の

10の国庫負担もございますというさまざまな御連絡、お

話というのはそちらの耳に入っていらっしゃいますか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再々質問に

お答えいたします。 

 当然、北海道からの照会がございました。ろうあ連盟

さんからもそのようなお話がございましたが、導入をす

るかどうかというところは綿密に庁内でも打ち合わせを

しながら得た結論でございまして、ろうあ連盟さんから

の情報が足りなかった、北海道からの情報を聞いていな

かったということとはまた別問題というふうに認識して

いただきたいというのがまず一つです。 

 それから、ろうあ連盟さんからお電話をいただきまし

た。そして、申しわけないけれども、日程が合わないの

で、後日、連絡をいただいて、また日程調整しましょう

というお話で終わっているということでございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 日程調整しましょうということ

であったのであれば、その後、どうなりましたかという

形でこちらから尋ねていくというのも一つではないかな

と私は思います。 

 富良野市の障がい者計画には、「障がい者のコミュニ

ケーション・情報の確保のため、最新機器・技術の導入

を検討します」との施策がきちんとうたわれております。 

 また、話がちょっと膨らみますけれども、本年６月５

日に、耳の不自由な人が電話を利用しやすくなる電話リ

レーサービスということで、そういう法律、法案が成立

して、公共インフラ整備として、いま、2021年度を目途

に準備が進められております。電話リレーサービスを提

供するには、聴覚障がい者などが手話通訳者などのオペ

レーターと意思疎通を図る遠隔手話、通話サービスのシ

ステムが必要でございます。 

 このことに関しまして、富良野市は、新しい機器の導

入を検討しますと計画の施策に載っている中では乖離が

あるように思うのですけれども、そこの点はいかがでし

ょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長柿本敦史君。 

○保健福祉部長（柿本敦史君） 大栗議員の再々質問に

お答えいたします。 

 私どもは、この遠隔手話サービスの導入に関しまして

は、作為をなさなかったわけではなくて、担当窓口で実

際に対応する職員の意見も十分に聞いて、筆談等により

十分にコミュニケーションがとれていて、その部分は必

要ないという意見をまとめております。 

 また、他市の状況もお聞きして、実際にこのデモ機を

使って試験運転をして、聾啞者の方に利用してもらった

という事例がございまして、そこでは、現時点では非常

に反応も悪くて使い勝手がよくなくて、これでは要らな

いという聾啞者の意見もあったということで、障がい者

の方からの意見も把握しております。 

 そういう総合的な見地から、今回、現時点での判断は

見送らせていただいたということですので、どうぞ、議

員も理解のほどをお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） いろいろな機器も向上しており

ます。道内でも、美幌町と音更町の２カ所で導入してお

りました。 

 それが今回は……（発言する者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時58分 休憩 

        午前11時00分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 ここで、議会運営委員会開催のため、休憩をいたしま

す。 

     ――――――――――――――― 
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        午前11時00分 休憩 

        午前11時10分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 先ほど議会運営委員会が開かれましたので、その報告

をお願いいたします。 

 議会運営委員長後藤英知夫君。 

○議会運営委員長（後藤英知夫君） ただいまの議会運

営委員会の結果について御報告申し上げます。 

 ただいまの大栗議員の一般質問中の遠隔手話サービス

に関しての質問については、最終答弁があったというこ

とで、このことについてはこれ以上の質問は重複となる

こと、また、質問は、一問一答方式の原則に従い、簡潔

にしていただくということで、議会運営委員会の結論を

見たところであります。 

 以上、報告といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 先ほどの質問のほうは、取り下

げをさせていただきたいと思います。 

 最後に、障がい者を含むあらゆる人を社会の構成員と

して捉え、支え合う、そういうインクルーシブの考え方

に基づいて、庁舎建設にあっても各所で合理的配慮が行

われている、そういう市役所であっていただきたいとい

う願いを込めまして、一般質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（黒岩岳雄君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大栗民江君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時12分 休憩 

        午前11時18分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、水間健太君の質問を行います。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） -登壇- 

 さきの通告に従い、順次、質問いたします。 

 １件目に、市道における街路灯及び街路樹の適正な管

理について質問します。 

 高度経済成長期に次々と建設、整備が進んだインフラ

は、老朽化が進んでおり、道路や橋梁はもとより、道路

附属設備である街路灯などの経年劣化も見過ごすことの

できない大きな課題です。 

 また、街路灯の経年劣化による倒壊事故が全国的にも

散見されるようになっており、本市においても、街路灯

の定期的な点検を行い、現状把握をした上で、今後、道

路、橋梁の整備とあわせ、附属設備である街路灯などの

計画的な整備や更新を行っていく必要があると考えます。 

 そこで、１項目めに、市道における街路灯の老朽化対

策について質問します。 

 １点目に、市道における街路灯の老朽化の現状はどの

ようになっているのか、お伺いします。 

 ２点目に、市道における街路灯の整備更新の方法、優

先順位の考え方についてお知らせください。 

 次に、２項目めに、市道における街路樹の適正な管理

について質問します。 

 街路樹は、道路整備の際に植栽されたものが経年によ

り大きく成長することで、視界不良など通行の妨げにな

ることや、電線への干渉、落ち葉の問題などの課題が表

面化してきます。また、大きく成長した樹木は、台風や

強風などによる倒木の危険性が増すことも予測されるこ

とから、未然に事故を防ぐため、計画的な管理が重要で

あると考えます。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目に、街路樹の剪定や伐採などの管理基準の考え

方についてお知らせください。 

 ２点目に、街路樹の中でも、針葉樹は根が浅いため、

大きく成長した場合、強風などによる倒木の危険性が高

いのではないかと考えますが、見解を伺います。 

 ３項目めに、団体が管理する街路灯についてお伺いし

ます。 

 本市における街路灯は、大きく分けて三つあり、建設

水道部都市施設課が所管し、市が管理する街路灯、市民

生活部（92ページで訂正）市民協働課が所管し、町内会

が管理する防犯灯、経済部商工観光課が所管し、維持管

理団体が管理する街路灯が挙げられます。 

 この中でも、維持管理団体が管理する街路灯について

質問したいと思います。 

 団体が管理する街路灯は、夜間における交通安全の確

保、商工振興の目的から設置され、現在は、市街地で９

団体、北の峰地区で１団体、山部地区で１団体の合計11

団体が管理を行っています。これらの街路灯の電気料金

などのランニングコストは、全ての団体ではありません

が、ＬＥＤ化が進み、軽減されているものの、設置当初

より負担軒数が減少し、１軒当たりの負担割合が高くな

ってきています。また、団体が管理する街路灯は、市が

管理する街路灯と同じように老朽化が進み、更新の検討

が必要なものが多くあるのが現状ではないかと思います。 

 設置目的から考えると、この街路灯の費用は、受益者

である商業者が負担してきたと推察されますが、現状は、
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商業者だけではなく、一般住宅の居住者も負担している

現状があると聞いています。ランニングコストは、会員

に何とか理解を得ながら費用負担をお願いし、維持管理

をしていますが、街路灯の更新や事故が起きた場合の損

害賠償の支払いができるほどの蓄えはないのが現状では

ないかと思います。 

 幾つかの街路灯では、維持管理費抑制のため、点灯数

を減らすなどの対応をとっている状況が多く見受けられ

ます。そのような中で、今後、老朽化により更新が必要

となり、大きな費用負担が発生した場合、それぞれの団

体が費用負担をすることは現実的に難しい状況にあると

感じます。そして、今後は、維持管理が難しく、全消灯

や撤去を希望する団体がふえてくるのではないかと懸念

をしています。 

 しかし、この街路灯は、防犯の目的もありますが、市

民だけではなく、観光客のまちなかの回遊を促進し、飲

食店を初めとした繁華街の活性化にもつながり、観光振

興の観点では、安全な環境整備と観光のコンテンツでも

ある食の提供につながるものであることから、しっかり

維持をしていく必要があり、また、観光が基幹産業の一

つである本市にとっては、街路灯整備は観光振興の観点

でも戦略的に進める事案であると考えます。現在の団体

により維持管理が難しくなってきていることを考えると、

維持管理体制を再構築する必要があると考えます。 

 そこで、４点お伺いいたします。 

 １点目に、街路灯維持団体の現状についてどのように

把握をしているのか、見解を伺います。 

 ２点目に、団体が管理する街路灯の老朽化の現状につ

いてお知らせください。 

 ３点目に、団体が管理する街路灯の老朽化による倒壊

を起因とする事故が起きた場合、損害賠償責任の所在は

どのようになるのか、見解をお伺いいたします。 

 ４点目に、団体が管理する街路灯の維持管理体制の再

構築が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 次に、２件目の学校屋外施設・設備の安全確保につい

て質問します。 

 本市では、本年１月に市内小・中学校13校の校舎、体

育館を対象に、維持管理と財政負担の縮減や平準化を目

的に富良野市学校施設長寿命化計画を策定しましたが、

この計画の中では、グラウンドや遊具、フェンス、柵な

どの学校屋外施設設備については触れられておりません。 

 しかし、児童生徒が屋外で安心・安全に伸び伸びと体

を動かせる環境を維持していくことは重要であり、学校

における屋外施設についても、日常の安全管理と計画的

な整備、修繕が必要と考えます。 

 １項目めに、学校屋外施設・設備の安全管理の実態に

ついての１点目として、学校屋外施設・設備の日常点検、

損傷箇所の発見から修繕までの流れなど、どのような管

理体制をとっているのか、お知らせください。 

 ２点目に、主要な道路と面するグラウンドとの境界の

柵やフェンスなどの設置基準や考え方をお知らせくださ

い。 

 ３点目に、授業や部活動、また少年団活動など、屋外

での活動時に施設の損傷や不備により事故が発生した場

合の対応や責任の所在について見解をお伺いいたします。 

 ２項目めに、１点、学校長寿命化計画では触れられて

いない学校屋外施設の整備更新の考え方について見解を

お伺いし、１回目の質問を終わります。 

 済みません、誤りがありましたので、訂正をさせてい

ただきます。 

 街路灯の質問の中で、総務部市民協働課が所管しと申

しましたが、市民生活部市民協働課の誤りですので、訂

正をさせていただきます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 水間議員の御質問にお答えいたします。 

 １件目の市道における街路灯及び街路樹の適正な管理

についての１点目、市道における街路灯の老朽化対策に

ついてでありますが、市道における街路灯の老朽化の現

状につきましては、現在、563基の街路灯を管理しており、

昨年春先に一斉点検を行った結果、８基について腐食に

よる劣化が見られたため、腐食箇所に鋼板による修繕工

事を行っております。 

 本年度も、随時、点検を行っており、現在のところ、

大きな劣化は発見されておりませんが、今後においても

定期的な点検を行い、倒壊や折損することがないよう維

持管理に努めてまいります。 

 次に、市道における街路灯の整備更新の方法、優先順

位などの考え方につきましては、街路灯は、道路附帯施

設として道路改良事業において設置するものがほとんど

であり、その他交差点内が著しく暗く危険であると判断

した場合には交差点照明を設置しております。更新の考

え方につきましては、定期的な点検の結果、修繕だけで

は倒壊等の危険があると判断された場合に、随時、更新

を行ってまいります。 

 ２点目の市道における街路樹の適正な管理についてで

ありますが、街路樹の剪定や伐採などの管理基準の考え

方につきましては、樹種により成長度合いが異なること

から管理基準は設けておりませんが、成長に応じ、３年

から４年周期で路線ごとに定期的に剪定を行っておりま

す。 

 また、パトロールや住民からの情報により通行に支障

を来す場合には部分的な剪定を行うなど、今後も安全確

保に努めてまいります。 

 次に、針葉樹の倒木の危険性につきましては、一般的
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に、広葉樹に比べ、針葉樹は若干根が浅いと言われてお

り、また、歩道の中の植樹ますに植えることから、根が

安定するまでは添え木を立てて維持管理を行っておりま

す。 

 現状の街路樹の根は安定していると判断しております

が、今後も定期的な剪定を行い、交通の支障や倒木など

のないよう、緑化審議会などとも協議を行いながら維持

管理に努めてまいります。 

 また、老朽化により暴風時に倒木の危険があると判断

した場合は、伐採及び植えかえを行ってまいります。 

 ３点目の団体が維持管理する街路灯についてでありま

すが、維持団体の現状把握につきましては、富良野市街

地、北の峰地区、山部地区、合わせて11団体が街路灯の

電気料金や電球の交換、柱の塗装などの経費を負担して

いるところであります。各団体の構成戸数は、近年の人

口や店舗数の減少により減少傾向にあり、それに伴い、

維持管理の継続が難しくなってきているともお聞きをし

ております。 

 次に、商店街街路灯の老朽化の現状についてでありま

すが、団体が設置、管理している街路灯は現在133基で、

多くが塗装の剝離やさびの発生が認められる状況にあり、

老朽化が進んでいると認識しております。 

 次に、老朽化による倒壊を起因とする事故が起きた場

合の損害賠償責任の所在につきましては、維持団体で管

理している街路灯は道路占用物件となっており、道路法

第39条の８により、占用者がその物件の維持管理をしな

ければならないとされております。また、第39条の９で

は、適正な維持管理をしていないと認められたときは改

善を命ずることができるとされており、事故が起きた場

合の責任は占用者である維持団体となります。 

 次に、維持管理体制の再構築についてでありますが、

団体による維持管理が今後困難となる状況が想定される

とともに、街路灯は、商店街の照明灯としての役割があ

るほか、地域の防犯灯としての役割も担っていることか

ら、市民生活や本市の観光に支障を来さぬよう、維持管

理体制の再構築について、維持団体や関係部署と連携し、

方策の検討を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 水間議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の学校屋外施設・設備の安全確保についての１

点目、学校屋外施設・設備の安全管理の実態についてで

ありますが、日常点検など管理体制につきましては、日

常的に各学校において教職員が目視の点検を行っており、

教育委員会では、校舎の定期点検時に合わせて屋外施設

についても点検を行っております。修繕の必要な箇所が

確認された場合は、必要性や緊急性に応じ、修繕を行っ

ているところであります。 

 次に、道路と面するグラウンドなどの境界の柵などの

設置基準についてでありますが、文部科学省学校施設整

備指針において、柵などの防球ネット、フェンスなどは、

運動場と校舎などの建物との位置関係、運動場周辺の住

宅、道路などの状況に応じ、安全性を確保し、計画する

ことが望ましいとされており、本市は、この指針に基づ

き、整備しております。 

 次に、屋外施設で行われる授業、部活動や少年団活動

での使用時に、施設の不備により事故などが起きた場合

の対応や責任の所在についてでありますが、事故が発生

した場合は、事故の原因が学校施設の構造上の欠陥や管

理上の不備などによるものであり、設置者に責任がある

と確認された場合は、被害者に対し、学校災害賠償補償

保険により補償することが基本であると考えております。 

 また、子供たちの学校管理下におけるけがなどは、日

本スポーツ振興センター災害共済により、少年団活動に

おけるけが、事故などは、少年団加入児童が加入するス

ポーツ安全保険により補償されることとなっております。 

 ２点目の学校屋外施設の整備更新の考え方についてで

ありますが、富良野市学校施設長寿命化計画策定の資料

とするため、平成30年12月に実施した小学４年生から中

学３年生までの児童生徒及び学校教職員を対象に行った

学校施設整備に関するアンケート調査において、グラウ

ンドに関する質問では、広さで84％が満足、快適さ、安

全性でも70％が満足との回答であり、また、どのように

改善したらよいかとの意見では、柵をもっと高くしてほ

しい、遊具をふやしてほしい、グラウンド近くにトイレ

をつくってほしいなどといった意見があったところであ

ります。 

 屋外施設の更新につきましては、学校点検の状況やア

ンケート調査の意見も参考にしながら、体育授業や体育

的行事、部活動、休憩時間の活用など、利用形態に応じ、

必要な機能を確保するため、グラウンドの暗渠整備、防

球ネットやフェンス、遊具などの設置、更新について、

状況を総合的に判断し、優先順位を定め、進めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） それでは、順次、再質問をさせ

ていただきます。 

 まず、１件目の市道における街路灯及び街路樹の適正

な管理の市道における街路灯の老朽化の対策ということ

で御答弁をいただきました。 

 ここについては、563基の街路灯の点検を行ったという

ふうに説明がありましたけれども、この点検を行った範
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囲を確認させていただきたいと思います。 

 先ほど市の街路灯には三つあるというような説明をさ

せていただきましたけれども、市の管理する街路灯のみ

なのか、それとも、商店街の管理するものとか防犯灯も

含めて点検を行ったのか、その点検の範囲について御答

弁をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 水間議員の再質問にお答

えいたします。 

 答弁にありました市の街路灯563基の点検の範囲という

ことにつきましては、昨年春先に一斉点検ということで

お答えさせていただきました。 

 こちらにつきましては、数的には市街地が圧倒的に多

いのですけれども、まずは市街地の点検が春先に終わっ

ております。それ以降につきましては、順次、点検を行

っているというような範囲となっております。（発言す

る者あり） 

 申しわけありません。点検の範囲は、市の管理する563

基の街路灯ということです。（発言する者あり）商店街

の管理するものと防犯灯は含まれておりません。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） いま、市の管理する街路灯のみ

で、商店街と防犯灯については入っていないという説明

がありました。 

 市の管理する街路灯について、老朽化の点検を行った

検査の方法とその評価方法についてはどのように行った

のか、御答弁をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 昨年春先に行った点検の

方法になりますけれども、こちらのほうは、一つ一つ見

て、目視による点検となっております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） その目視点検という方法は、老

朽化を正確に判断できるものなのかどうなのかという見

解についてお知らせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 基本的には目視というこ

とでありますけれども、劣化が進んでいるなといったよ

うなときには、物等でたたいて音を確認する等している

ところです。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） 次に行きます。 

 街路樹についてですが、先ほど御答弁があったように、

樹種によって成長速度等も違うので、一定の管理基準で

はなかなか難しいということは理解します。 

 2015年に行われた緑化審議会の中でもこの管理基準に

ついては言及されていまして、議事録を見る限りでは、

その中でもそのような答弁があったように私も把握して

おります。 

 ただ、そういう一律の基準を設けることが難しいとい

うことは理解できるのですけれども、そんなに細かい基

準ではなくて、客観的に、市民の方も担当者も、担当者

によって判断基準が分かれるのではなくて、担当者がか

わった場合も一定の基準のもとで管理を行っていけるよ

うに、簡易なものでもいいので、わかりやすい管理基準

を定めるべきではないかなというふうに考えるのですが、

その辺について御答弁をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 水間議員の再質問にお答

えいたします。 

 管理基準を定めるべきではないかということでござい

ます。 

 緑化審議会の中でも管理基準について話し合われた経

過があるように聞いておりますけれども、やはり、先ほ

どの答弁にもありましたように、ある程度その路線ごと

にやっていかなければならないというところもありまし

て、おおむね３年から４年周期で路線ごとに順に剪定作

業を行っております。 

 また、それ以外にも、やはり樹種によって伸び方等も

違いますので、市民の情報等もいただきながら、随時、

管理を行っていくことになろうかというふうに思ってい

ます。 

 以上です。（発言する者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 再答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 答弁がちょっと足りなか

ったようで、管理基準をつくらないのかということでご

ざいます。 

 富良野市独自というものでは持っておりませんが、北

海道のほうで街路樹の点検マニュアルが作成されており

ます。その辺も参考に維持管理を行っていきたいという

ふうに思っております。 

 ただ、市民がわかりやすいような快適な管理方法とい

ったようなことに関しましては、また審議会等とも相談

させていただきながら、市独自のものが必要かどうかと

いうことも含めて検討してまいりたいというふうに思い

ます。 
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 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） その管理基準についてですけれ

ども、私が言った趣旨としては、担当者がかわったりし

たことによって、担当者の見方によって変わるものでは

いけないと思います。木も長期で成長していくものです

から、長い視点に立って、しっかりとした一律の基準を

設けていただきたいということで質問したのです。 

 前向きに検討していただくという御答弁をいただきま

したけれども、もう一つの方法として、点検業務、伐採

も含めて、知識のある民間の事業者にお願いするという

方法も一つではないのかなというふうに考えています。

職員の点検もそうですし、市民からの声ももちろん大事

かもしれませんが、そういった専門業者に点検、剪定作

業も含めた一括の民間委託の方法もあるのではないかと

思うのですけれども、そのあたりの見解について御答弁

をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 水間議員の再々質問にお

答えいたします。 

 過去には、街路樹の管理を一括して委託するといった

ような議論もした経過はございます。ただ、もうかなり

前にはなるのですけれども、やはり、点検も含めての委

託費用ということになりますので、その当時は断念した

という経緯がございます。 

 いまも予算等については余り多くとれないといったよ

うなところもありますが、その部分も改めて検討する必

要があるのかなというふうには思いますので、予算等の

部分も考慮しながら、一括の管理を含めて検討してまい

りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） それでは、次に、団体が管理す

る街路灯に移ります。 

 先ほど、現状については目視でさびているところがあ

るようだというような見解がありましたけれども、こち

らについても、市が管理する街路灯と同じように、先ほ

どは市が管理する街路灯も目視でと言っていましたけれ

ども、まずはしっかりと点検を実施していかなければい

けないのかなと。そして、点検をした上で、まずは老朽

化の状況についてそれぞれの維持団体としっかりと共有

することが大事かと思いますけれども、点検実施の考え

について御答弁をお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 水間議員の御質問にお答え

いたします。 

 街路灯の点検とその共有というところであろうかと思

っております。 

 市長の答弁にもありましたとおり、いま、商店街等の

街路灯の管理については11の維持団体がやっているとい

うことでありますけれども、市の役割としては、維持団

体の支援ということで、電気代の支援ですとか改修に関

する補助とか、そういうもので支援をしているところで

あります。 

 先ほどの答弁の中でも、街路灯については、目視で確

認をさせていただいて、老朽化が進んでいるということ

は認識していると報告をさせていただきました。一方で

は、維持団体の関係でありますけれども、会員が少なく

なる、あるいは、出入りがあったりということで、維持

団体として停滞しているところもあるというふうにお聞

きをしています。それで、責任の所在等もいまはすごく

曖昧になっているところがありますので、街路灯の点検

もありますけれども、まずは団体の現状を把握すること

も、その両方が必要ではないかなというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） 責任の所在についても、いま触

れられていましたけれども、この維持管理団体というの

は任意団体であるため、管理責任の所在というのがやは

り曖昧な状況にあるのかなというふうに考えています。

エリア全体の責任なのか、それとも、団体の代表者の責

任なのかということもありますし、また、そのエリアの

中でも、負担をしている方と負担をしていない方がいる

と思います。そのような中で、費用を負担していること

で責任が発生するというような図式が成り立ってしまう

と、なおさら撤去を望む声というのは強くなってしまう

のではないかなというふうに考えています。 

 また、先ほど部長からも答弁があったように、そのエ

リア内で居住者の入れかえがあるので、昔住んでいた人

には責任がなくて、新しく入ってきた人に責任があるん

だよというようなことになってしまうと、なかなか歯が

ゆいところがあるというか、責任について話し合うとき

に難しい問題が出てきてしまうのではないかなというふ

うに考えています。 

 いま現状で、その責任の所在をはっきりできない現状

がありますので、一つの方策として、私が聞いている限

りでは、それぞれの維持管理団体で独自に、事故が起き

た場合の損害賠償の保険に入っているところはないとい

うふうに聞いていますので、その損害賠償の保険料を公

費で負担して安全を担保することも一つの方法ではない
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のかなというふうに考えるのですが、公費による損害賠

償保険の加入の考え方についてお知らせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 水間議員の御質問にお答え

いたします。 

 公費での保険の加入ということでありますけれども、

先ほどの答弁でもありましたとおり、いまは市としても

維持団体の現状を余り把握していない状況でありまして、

例えば、維持費の予算を確保しているところ、していな

いところ、また、運営の部分についてすごく停滞してい

て動きのないところもあります。また、責任の所在です

とかそういうところが明確にわかっていないところもあ

りますので、まずはそこの把握からさせていただいて、

保険の関係についてはまた次の段階の話になろうかなと

いうふうに思っています。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） もう一つ、ここについて、やは

り、それぞれの団体でもう維持するのが難しいというよ

うな声が行政にも届いているかと思うのですけれども、

例えば、団体から、維持管理が難しいのでこの街路灯を

受け入れてほしいというような要請が行政側にあった場

合の対応について、現状でもし考えていることがあれば

お知らせください。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 水間議員の再質々問にお答

えいたします。 

 繰り返しの答弁になりますけれども、課題としては、

設備、街路灯の老朽化がまず１点と、もう一つは、維持

団体がこれから運営できていくのかどうか、この２点か

なというふうに思います。ですので、そのあたりを中心

に、まずは現状の把握から始めたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） この街路灯について、最後の質

問をさせていただきます。 

 ちょっと抽象的になってしまうかもしれませんが、先

ほど１回目の質問でも話をさせていただきましたけれど

も、まちなかの街路灯については、これからさらに整備

をしていくというような団体はなかなか難しいと思いま

す。ただ、観光地である富良野市にとっては、まちなか

というのも一つの観光資源であると思いますので、いま、

中心市街地の再開発、都市再生整備計画事業を進めてい

ますけれども、その一環として街路灯も含めて計画的に

考えていく必要があると思うのですが、そのあたりにつ

いて見解をお願いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 水間議員の再々質問にお答

えいたします。 

 いまは、観光の面でも、まちなかを観光客あるいは市

民が歩けるような環境が整えられています。先日、観光

の関係者とも意見交換をしたところでありますけれども、

特に、冬季観光については、スキー場とまちなかが非常

に近くて、スキー場とまちを連携した形で魅力を発信し

てはどうかというような話もありました。そういうこと

で、まちなかの美観の形成ですとか、あるいは、観光客

が安心して歩けるような環境というのは大切というふう

に思っておりますので、関係部署と意見交換等を含めて

情報収集をしたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 16番水間健太君。 

○16番（水間健太君） それでは、２件目の質問に移ら

せていただきます。 

 ここについては、１点だけ再質問させていただきたい

と思います。 

 先ほど、道路と面する境界の設置基準というようなこ

とで、文部科学省の言っている基準を参考にしながらと

いうような話がありましたけれども、道路との境界の柵

やフェンスの設置基準については、富良野市独自ではな

かなか明確なものがないし、先ほどの話では、文部科学

省の指針もなかなか明確なものではないというふうに感

じます。 

 そのような中で、事故が起きた場合の責任はとりづら

いのかなというふうに思います。例えば、野球やサッカ

ーをすることが想定されるグラウンドで、簡単にボール

が柵を超えてしまうような高さであった場合は、何を基

準にして設置しているのかということがなかなか明確に

ならないのではないのかなというふうに思います。例を

挙げますけれども、僕が見ていて危ないなと思うのが、

国道沿いにある富良野小学校のグラウンドと国道との間

にあるフェンス、あれが非常に低くなっていて、子供で

もボールを投げれば簡単に超えるような、ボールを蹴れ

ば超えるような高さではないかなというふうに思ってい

ます。では、ボールがその柵を超えて車に当たってしま

いました、それで事故が起きましたという場合の責任は

どうなのかというのも、なかなか判断が難しいところな

のかなというふうに考えています。 

 ただ、僕がいま言いたいのは、誰の責任なのかをはっ

きりさせなさいということではなくて、競技を楽しんで

いる子供たちが事故を起こしてしまったら、その子供は、
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事故を起こしてしまった経験から、もしかしたら、積極

的に競技に臨めなくなってしまうかもしれないし、その

競技をやめてしまうかもしれない。そういったことは、

子供の才能を奪うことになるのではないかなというふう

に僕は思います。そういったことがないように取り組ん

でいくのが我々行政の仕事でもあるし、地域の大人の責

任なのかなというふうに考えています。 

 そのような中で、市の見解として設置基準をしっかり

と明確にした上で、柵やフェンスの整備を進めていく必

要があるのではないかなというふうに思うのですが、改

めて見解をお伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 水間議員の再質

問にお答えいたします。 

 いま、具体的に富良野小学校の例を出していただきま

したけれども、まずは、答弁をさせていただきましたと

おり、学校管理下の中では、学校施設の整備方針にのっ

とってやっているところでございます。 

 ただ、議員の御指摘のとおり、まずは少年団という部

分になろうかと思いますが、少年団は、学校の活動の部

分とはまたちょっと違うところではありますけれども、

平成31年３月に学校施設の整備方針が改定されておりま

す。そんな中で、学校というのは、やはり、地域にとっ

て身近な施設であり、また、地域の生涯学習、あるいは

まちづくりの核となる施設であるということで、それら

も踏まえた中での整備を考えてほしいというふうに言わ

れているところでございます。また、学校によりまして

は、体力づくり等々もコミュニティ・スクールあるいは

地域の中で考えていきたいというような要望も出ており

ますので、今後の整備におきましては、それらの対応が

検討できるような方法も考えていきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 よろしいですか。 

（「了解です」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、水間健太君の質問は終

了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 18日、23日は議案調査のため、19日から22日は休日の

ため、休会であります。 

 24日の議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後０時00分 散会 
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